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○ 栃 木 県 企 業 局 企 業 職 員 給 与 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 一 号

栃 木 県 企 業 局 企 業 職 員 給 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 企 業 局 企 業 職 員 給 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程

栃 木 県 企 業 局 企 業 職 員 給 与 規 程 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 電 気 事 業 管 理 規 程 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 栃 木 県 職 員 に 準 ず る 給 与 ） （ 栃 木 県 職 員 に 準 ず る 給 与 ）

第 二 条 企 業 職 員 で 常 時 勤 務 を 要 す る も の 、 地 方 公 第 二 条 企 業 職 員 で 常 時 勤 務 を 要 す る も の 、 地 方 公

務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二

十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た も の 及 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た も の 及

び 地 方 公 共 団 体 の 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 び 地 方 公 共 団 体 の 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関

す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 五 条 の す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 五 条 の

規 定 に よ り 採 用 さ れ た も の に 支 給 す る 給 与 の う 規 定 に よ り 採 用 さ れ た も の に 支 給 す る 給 与 の う

ち 、 給 料 、 初 任 給 調 整 手 当 、 扶 養 手 当 、 地 域 手 ち 、 給 料 、 初 任 給 調 整 手 当 、 扶 養 手 当 、 地 域 手

当 、 住 居 手 当 、 通 勤 手 当 、 単 身 赴 任 手 当 、 特 地 勤 当 、 住 居 手 当 、 通 勤 手 当 、 単 身 赴 任 手 当 、 特 地 勤

務 手 当 （ 条 例 第 八 条 の 三 に 規 定 す る 手 当 を 含 務 手 当 （ 条 例 第 八 条 の 三 に 規 定 す る 手 当 を 含

む 。 ） 、 超 過 勤 務 手 当 、 休 日 給 、 寒 冷 地 手 当 、 期 む 。 ） 、 超 過 勤 務 手 当 、 休 日 給 、 寒 冷 地 手 当 、 期

末 手 当 、 勤 勉 手 当 、 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 及 び 末 手 当 、 勤 勉 手 当 、 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 及 び

退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 職 員 の 給 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 職 員 の 給

与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 一 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 一

号 ） の 行 政 職 給 料 表 及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 号 ） の 行 政 職 給 料 表 及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採

用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三

号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 七 条 第 号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 七 条 第

一 項 の 給 料 表 並 び に 地 方 公 務 員 一 項 及 び 第 八 条 第 一 項 の 給 料 表 並 び に 地 方 公 務 員

法 第 五 十 七 条 に 規 定 す る 単 純 な 労 務 に 雇 用 さ れ る 法 第 五 十 七 条 に 規 定 す る 単 純 な 労 務 に 雇 用 さ れ る

一 般 職 に 属 す る 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す 一 般 職 に 属 す る 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す

る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 十 六 号 ） が る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 十 六 号 ） が

適 用 さ れ る 職 員 の 例 に よ る 。 適 用 さ れ る 職 員 の 例 に よ る 。

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

附 則

こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（2） 号外第20号令和３（2021）年３月31日　水曜日 栃 木 県 公 報
○ 栃 木 県 企 業 局 企 業 職 員 給 与 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 一 号

栃 木 県 企 業 局 企 業 職 員 給 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 企 業 局 企 業 職 員 給 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程

栃 木 県 企 業 局 企 業 職 員 給 与 規 程 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 電 気 事 業 管 理 規 程 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 栃 木 県 職 員 に 準 ず る 給 与 ） （ 栃 木 県 職 員 に 準 ず る 給 与 ）

第 二 条 企 業 職 員 で 常 時 勤 務 を 要 す る も の 、 地 方 公 第 二 条 企 業 職 員 で 常 時 勤 務 を 要 す る も の 、 地 方 公

務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二

十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た も の 及 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た も の 及

び 地 方 公 共 団 体 の 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 び 地 方 公 共 団 体 の 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関

す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 五 条 の す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 五 条 の

規 定 に よ り 採 用 さ れ た も の に 支 給 す る 給 与 の う 規 定 に よ り 採 用 さ れ た も の に 支 給 す る 給 与 の う

ち 、 給 料 、 初 任 給 調 整 手 当 、 扶 養 手 当 、 地 域 手 ち 、 給 料 、 初 任 給 調 整 手 当 、 扶 養 手 当 、 地 域 手

当 、 住 居 手 当 、 通 勤 手 当 、 単 身 赴 任 手 当 、 特 地 勤 当 、 住 居 手 当 、 通 勤 手 当 、 単 身 赴 任 手 当 、 特 地 勤

務 手 当 （ 条 例 第 八 条 の 三 に 規 定 す る 手 当 を 含 務 手 当 （ 条 例 第 八 条 の 三 に 規 定 す る 手 当 を 含

む 。 ） 、 超 過 勤 務 手 当 、 休 日 給 、 寒 冷 地 手 当 、 期 む 。 ） 、 超 過 勤 務 手 当 、 休 日 給 、 寒 冷 地 手 当 、 期

末 手 当 、 勤 勉 手 当 、 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 及 び 末 手 当 、 勤 勉 手 当 、 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 及 び

退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 職 員 の 給 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 職 員 の 給

与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 一 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 一

号 ） の 行 政 職 給 料 表 及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 号 ） の 行 政 職 給 料 表 及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採

用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三

号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 七 条 第 号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 七 条 第

一 項 の 給 料 表 並 び に 地 方 公 務 員 一 項 及 び 第 八 条 第 一 項 の 給 料 表 並 び に 地 方 公 務 員

法 第 五 十 七 条 に 規 定 す る 単 純 な 労 務 に 雇 用 さ れ る 法 第 五 十 七 条 に 規 定 す る 単 純 な 労 務 に 雇 用 さ れ る

一 般 職 に 属 す る 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す 一 般 職 に 属 す る 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す

る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 十 六 号 ） が る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 十 六 号 ） が

適 用 さ れ る 職 員 の 例 に よ る 。 適 用 さ れ る 職 員 の 例 に よ る 。

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

附 則

こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○ 企 業 局

栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 二 号

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程

（ 栃 木 県 企 業 局 行 政 財 産 使 用 料 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 栃 木 県 企 業 局 行 政 財 産 使 用 料 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 栃 木 県 電 気 事 業 管 理 規 程 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

別 記 様 式 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 北 那 須 水 道 給 水 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 北 那 須 水 道 給 水 規 程 （ 昭 和 五 十 三 年 栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
別 記 様 式 第 一 号 中 「 」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 四 号 中 「印」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 鬼 怒 工 業 用 水 道 給 水 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 栃 木 県 鬼 怒 工 業 用 水 道 給 水 規 程 （ 昭 和 五 十 七 年 栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 、 別 記 様 式 第 三 号 、 別 記 様 式 第 五 号 、 別 記 様 式 第 六 号 、 別 記 様 式 第 八 号 、 別 記 様 式 第 十 一

号 、 別 記 様 式 第 十 二 号 及 び 別 記 様 式 第 十 六 号 か ら 別 記 様 式 第 十 八 号 ま で の 規 定 中 「印」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 鬼 怒 水 道 給 水 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 栃 木 県 鬼 怒 水 道 給 水 規 程 （ 昭 和 六 十 二 年 栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 記 様 式 第 一 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 「印」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 栃 木 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
別 記 様 式 第 十 三 号 中 「 」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 記 様 式 第 二 十 六 号 中 「 」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 栃 木 県 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 二 十 年 栃 木 県 公 営 企 業

管 理 規 程 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 中 「㊞」 を 削 る 。

附 則

こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 企 画 課 ）○ 栃 木 県 営 川 治 第 二 発 電 所 小 網 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 一 号

局 内 一 般

今 市 発 電 管 理 事 務 所

栃 木 県 営 川 治 第 二 発 電 所 小 網 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 営 川 治 第 二 発 電 所 小 網 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 営 川 治 第 二 発 電 所 小 網 ダ ム 操 作 規 程 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 電 気 事 業 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 予 備 警 戒 時 に お け る 措 置 ） （ 予 備 警 戒 時 に お け る 措 置 ）

第 二 十 一 条 予 備 警 戒 時 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 措 第 二 十 一 条 予 備 警 戒 時 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 措

置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 五 略 一 ～ 五 略

六 水 害 が 予 想 さ れ る 際 に は 、 別 に 定 め る 事 前 放

流 実 施 要 領 に よ り 、 貯 水 位 を 低 下 さ せ 、 空 き 容

量 の 確 保 に 努 め る こ と 。

七 略 六 略

（ 洪 水 警 戒 時 に お け る 措 置 ） （ 洪 水 警 戒 時 に お け る 措 置 ）

第 二 十 二 条 洪 水 警 戒 時 に お い て は 、 前 条 第 一 号 か 第 二 十 二 条 洪 水 警 戒 時 に お い て は 、 前 条 第 一 号 か

ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 ら 第 五 号 ま で に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

「

東京電力ホルディングス
リニュアブル

ー
ー

別 表 第 一 中

株式会社リニュアブル
パワ・カンパニ を

ー
ー ー

パワ・カンパニ
鬼怒川事業所

ー ー

鬼怒川事業所長

」

「

東京電力リニュアブルー

パワ株式会社鬼怒川事業所に 改 め る 。ー

鬼怒川事業所長

」

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。



（3）号外第20号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月31日　水曜日

○ 栃 木 県 営 川 治 第 二 発 電 所 小 網 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 一 号

局 内 一 般

今 市 発 電 管 理 事 務 所

栃 木 県 営 川 治 第 二 発 電 所 小 網 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 営 川 治 第 二 発 電 所 小 網 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 営 川 治 第 二 発 電 所 小 網 ダ ム 操 作 規 程 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 電 気 事 業 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 予 備 警 戒 時 に お け る 措 置 ） （ 予 備 警 戒 時 に お け る 措 置 ）

第 二 十 一 条 予 備 警 戒 時 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 措 第 二 十 一 条 予 備 警 戒 時 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 措

置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 五 略 一 ～ 五 略

六 水 害 が 予 想 さ れ る 際 に は 、 別 に 定 め る 事 前 放

流 実 施 要 領 に よ り 、 貯 水 位 を 低 下 さ せ 、 空 き 容

量 の 確 保 に 努 め る こ と 。

七 略 六 略

（ 洪 水 警 戒 時 に お け る 措 置 ） （ 洪 水 警 戒 時 に お け る 措 置 ）

第 二 十 二 条 洪 水 警 戒 時 に お い て は 、 前 条 第 一 号 か 第 二 十 二 条 洪 水 警 戒 時 に お い て は 、 前 条 第 一 号 か

ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 ら 第 五 号 ま で に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

「

東京電力ホルディングス
リニュアブル

ー
ー

別 表 第 一 中

株式会社リニュアブル
パワ・カンパニ を

ー
ー ー

パワ・カンパニ
鬼怒川事業所

ー ー

鬼怒川事業所長

」

「

東京電力リニュアブルー

パワ株式会社鬼怒川事業所に 改 め る 。ー

鬼怒川事業所長

」

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。○ 栃 木 県 営 足 尾 発 電 所 庚 申 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 二 号

局 内 一 般

今 市 発 電 管 理 事 務 所

栃 木 県 営 足 尾 発 電 所 庚 申 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 営 足 尾 発 電 所 庚 申 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 営 足 尾 発 電 所 庚 申 ダ ム 操 作 規 程 （ 平 成 五 年 栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 予 備 警 戒 時 に お け る 措 置 ） （ 予 備 警 戒 時 に お け る 措 置 ）

第 二 十 条 予 備 警 戒 時 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 措 置 第 二 十 条 予 備 警 戒 時 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 措 置

を と ら な け れ ば な ら な い 。 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 五 略 一 ～ 五 略

六 水 害 が 予 想 さ れ る 際 に は 、 別 に 定 め る 事 前 放

流 実 施 要 領 に よ り 、 貯 水 位 を 低 下 さ せ 、 空 き 容

量 の 確 保 に 努 め る こ と 。

七 略 六 略

（ 洪 水 警 戒 時 に お け る 措 置 ） （ 洪 水 警 戒 時 に お け る 措 置 ）

第 二 十 一 条 洪 水 警 戒 時 に お い て は 、 前 条 第 一 号 か 第 二 十 一 条 洪 水 警 戒 時 に お い て は 、 前 条 第 一 号 か

ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 ら 第 五 号 ま で に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

「 「

フロト式有 有線遠隔自記ー

線遠隔自記水 水位計

位計

別 表 第 三 中 を に 改 め る 。

同 同

」 」

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 電 気 課 ）



（4） 号外第20号令和３（2021）年３月31日　水曜日 栃 木 県 公 報

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

○ 栃 木 県 営 足 尾 発 電 所 庚 申 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 二 号

局 内 一 般

今 市 発 電 管 理 事 務 所

栃 木 県 営 足 尾 発 電 所 庚 申 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 営 足 尾 発 電 所 庚 申 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 営 足 尾 発 電 所 庚 申 ダ ム 操 作 規 程 （ 平 成 五 年 栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 予 備 警 戒 時 に お け る 措 置 ） （ 予 備 警 戒 時 に お け る 措 置 ）

第 二 十 条 予 備 警 戒 時 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 措 置 第 二 十 条 予 備 警 戒 時 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 措 置

を と ら な け れ ば な ら な い 。 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 五 略 一 ～ 五 略

六 水 害 が 予 想 さ れ る 際 に は 、 別 に 定 め る 事 前 放

流 実 施 要 領 に よ り 、 貯 水 位 を 低 下 さ せ 、 空 き 容

量 の 確 保 に 努 め る こ と 。

七 略 六 略

（ 洪 水 警 戒 時 に お け る 措 置 ） （ 洪 水 警 戒 時 に お け る 措 置 ）

第 二 十 一 条 洪 水 警 戒 時 に お い て は 、 前 条 第 一 号 か 第 二 十 一 条 洪 水 警 戒 時 に お い て は 、 前 条 第 一 号 か

ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 ら 第 五 号 ま で に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

「 「

フロト式有 有線遠隔自記ー

線遠隔自記水 水位計

位計

別 表 第 三 中 を に 改 め る 。
同 同

」 」

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 電 気 課 ）

-
1

-

○ 労 働 委 員 会

栃 木 県 労 働 委 員 会 告 示 第 一 号

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 労 働 委 員 会 会 長 白 井 裕 己

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 告 示

次 に 掲 げ る 規 程 の 規 定 中 「 」 を 削 る 。

一 栃 木 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 地 方 労 働 委 員 会 告 示 第 一 号 ） 別 記 様 式 第 十 三 号

二 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 地 方 労 働 委 員 会 告 示 第 二 号 ） 別 記 様 式 第 二 十 六 号

附 則

こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

労 働 委 員 会


